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会議の顛末

本会議（３月１０日）

議長（川上守）

おはようございます。

ただいまの出席議員数は９人です。

定足数に達していますので、これより本日

の会議を開きます。

議事日程の報告

本日の議事日程は、お手元に配布のとおり

です。

日程第１

「諸般の報告」をします。

会議関係諸般の報告は、印刷してお手元に

配布のとおりです。

朗読は省略します。

続いて、議員派遣について報告します。

令和元年９月議会定例会において議決し、

派遣を決定していました、「鳥取県町村議会議

員研修会」について、報告書が提出されてい

ます。

議会報告第２号 鳥取県町村議会議員研修

会につきましては、印刷してお手元に配布の

とおりです。

朗読は省略します。

続いて、常任委員会に付託した請願等につ

いて報告します。

本日までに受理した請願・陳情は、お手元

に配布の請願等文書表のとおりです。

会議規則第９２条第１項の規定により、総

務産業教育民生常任委員会に審査を付託しま

したので報告します。

日程第２

「町長の施政方針」、町長の令和２年度施政

方針を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

皆さんおはようございます。それでは、施

政方針のほうを述べさせていただきたいと思

います。

令和元年度は、天皇の即位や改元といった

慶事がありましたが、全国を見てみますと、

台風による災害の頻発や、異常気象により降

雪がなく、西日本のスキー場は壊滅的な打撃

を受け、本町も多大な損害を受けたり、中国

を発信源とする新型コロナウイルスが猛威を

振るい死者が出るなど、行政としてはその機

動力や対応力を試されているような年でござ

いました。

新型コロナウイルスについては、今、なお

治まるところを知らず、全国的に多くの方が

集まるイベント等が中止されているような状

態でございます。

異常気象や災害、感染症など、あらゆる分

野で今までの手法を見直す時期が到来してい

ると思うところでもあり、前例踏襲のやり方

では通用しない時代になってきたと感じてい

るところでもございます。

本町としましても、町民の皆さんが安心し

て暮らせ、また、若者が夢を持ち、子どもた

ちがすくすくと育つ、そんなまちを作ってい

くために、全力を挙げて取り組んでまいりた

いと考えているところでございます。

さて、令和２年第２回若桜町議会定例会を

招集させていただきましたところ、議員の皆

様にはご出席をいただき、令和２年度一般会

計当初予算並びに令和元年度補正予算及び諸

議案等のご審議をいただきますことに厚くお

礼申し上げる次第でございます。

本定例会に提案しております諸議案の説明

に先立ちまして、私の所信の一端を述べさせ

ていただきます。

平成３０年２月に町長選に出馬し、初当選

させていただき、任期の折り返し地点となり

ました。この２年間は、様々な立場の方と意

見を交わし、ご要望や思い、時には苦言やご

指導などもいただきました。それらの意見・

要望を踏まえ、これからお話させていただく

施策・事業をしっかりと実施、実現してまい

りたいと考えております。



まず、財源でございますが、国の「地域社

会再生事業費」が創設され、地方交付税の増

額が見込まれることにより、本町においても

普通交付税の総額を２千万円増額し、１７億

５千万円を見込ませていただいております。

これに加えて、平成３０年度で西日本豪雨

に伴う災害復旧や駅前整備など、一定の目途

がついたものもあり、一般会計の歳入歳出の

総額は、前年より１億２千万円余り減額の３

６億２千５百万円となっております。

また、国際連合の唱えるＳＤＧｓの考え方

による、持続可能なまちづくりや地方創生、

にぎわい創出、子育て環境の整備、人づくり、

農林業対策、災害対策などもそれぞれに多く

の課題があり、財政的にもあれもこれもとい

うような施策展開は難しくなってきていると

ころでございますので、重点的に行う事業を

見極めながら、行政運営を行うことが必要と

考えるところでございます。

さて、来年度の政策でございますが、「若者

が住みたくなるまちづくり」について、移住

定住対策や起業への支援、子育て支援や教育

の充実などを重点的に進めてまいりたいと考

えているところでございます。

現在、本町では移住者をはじめ、様々な方

が店舗を開設され、少しずつ活気ある町にな

ってまいりました。

さらに、３月７日には、若桜鉄道の「若桜

号」のデビューに合わせ、駅の中に「わかさ

カフェ」も同時オープンし、「若桜駅前ににぎ

わいプラザ」もオープンを予定するなど、受

入れ体制が充実してきたと思っているところ

でございます。今後も、駅周辺を本町の玄関

として、さらに、にぎわいのあるエリアにし

ていきたいと考えているところでございます。

移住定住では、多くの方に本町に住みたい

と思ってもらえるようにすることが必要であ

り、今まで町外の方しか住宅改修費の助成金

が利用できなかったものを拡大し、１年以上

利用がない空き家などの一定条件のもと、町

内在住者でも使える「空き家流通促進事業補

助金」を創設いたします。

若桜学園の国際交流では、異文化に触れ、

児童生徒の個々の視野を広げることの重要性

に鑑み、韓国平昌（ピョンチャン）郡との学

校交流を進めてまいりましたが、国際情勢に

より平昌郡との交流が途絶えている状況にな

っております。

その対応として、台湾の内湾（ナイワン）

駅と若桜駅の駅交流の協定を機に、新たに内

湾駅近くの内湾小学校との交流を進めてまい

りたいと考えております。そして、新年度早々

に詳細を検討してまいりたいと思っておると

ころでございます。

教育では、以前よりＩＣＴ教育の充実を訴

えさせていただいておりますが、さらに国が

進めるＧＩＧＡスクール事業を導入し、校内

Ｗｉ－Ｆｉ環境の充実や、１人１台のタブレ

ット端末等を児童生徒に持たせるなどの対応

を行い、学力向上に役立ててまいりたいと考

えております。

また、通学費支援につきましては、昨年、

月額１万円に増額したところでございますが、

県の支援が固まったことを受け、本町独自の

施策として、町民がどこの学校に通われても

通学費の１か月の負担が一律５千円となるよ

う、町のかさ上げ補助を行いたいと考えてお

ります。

次に、「高齢者の皆さんが健康で生きがいを

見つけながら、安全安心に暮らせるまちづく

り」ということで、公共交通の充実、健康や

生きがいづくりに取り組むものでございます。

公共交通では、いよいよ若桜鉄道の行き違

い施設の完成が３月１４日に迫る中、若桜鉄

道が往復５便増便されるなど、利便性の向上

が図られます。

さらに、高速バスドロップイン事業を引き

続き行い、高速バスの運行時間の改正とも合

わせ、関西方面への利便性も図られることに

なります。これらをうまく使いながら、住民



や帰省者の利便性の向上や、関西方面などか

らの観光客の誘致に取り組んでまいりたいと

考えております。

町営バスにつきましては、町外では急なバ

ス事業者の撤退も聞こえてくることから、そ

の対策として、町内全域の共助交通の導入を

視野に入れ、町内でデマンド便などの運行を

行う意欲のある方や集落を募集し、試験運行

を行うための補助制度の創設を行いたいと考

えております。

さらに、旧池田小学校の体育館に人工芝を

敷き、いつでもグラウンドゴルフなどが楽し

んでいただけるようにしたところでございま

すが、さらにグラウンドも多くの方が気持ち

よく使えるように整備するとともに、避難所

としての機能も維持してまいりたいと考えて

おります。

また、高齢者の方や多くの町民の方に利用

されている地域福祉センターやゆはら温泉は、

建設以来かなりの時間が経過しており、施設

や機械類の修繕が必要になってきております

ので、利用者に安心してお使いいただけるよ

う、必要な改修・修繕を進めてまいりたいと

考えております。

防災対策では、自主防災組織結成交付金や

住宅耐震補助金、さらには各公民館に避難所

初動キットの設置などを進め、引き続き安全

安心なまちづくりに努めてまいりたいと考え

ているところでございます。

また、地元要望のある町道などの新設・補

修なども、住民の方の生活に影響を及ぼすも

のであり、補助金などを活用しながら、でき

る限り整備を進めてまいりたいと考えており

ます。

次に、「にぎやか創出のまちづくり」ですが、

まちづくりや観光商工振興、国際交流、イン

バウンド対策などを推進していくものでござ

います。まちづくりについては、昨年より住

民有志の方の参加を得て、未来ビジョンを作

成しているところでございますが、さらに来

年度は、総合計画を１年前倒しして作成し、

併せて総合戦略も策定することで、計画物の

実施期間を合わせ、推進力を高めていこうと

考えているところでございます。

ただ、あくまで計画でございますので、そ

れらの計画に引っ張られることなく、年度ご

とに内容を見直していくことも必要というふ

うに思っているところでございます。

本町は、若桜鉄道や若桜駅をはじめ、町並

みや氷ノ山、岩屋堂、さらに星空保全地域に

指定されるなど、独自の観光資源も点在して

おりますので、そこに観光客を呼び込むこと

は、商工会や観光産業にとって大変重要なこ

とであり、国内外からの観光客誘致に取り組

んでまいりたいと考えております。

特に氷ノ山においては、今年度、雪不足で

大変苦しんだところであり、冬だけでなく、

１年を通じて楽しめるリゾートとして、新た

な発想のもとに考えていかなければならない

と思っております。

県も年間を通したスキー場利用に対する補

助制度を新たに創設されたところであり、そ

れを活用しながら、星空観賞会や夏の催し、

イベントなども考えていきたいと思っており

ます。

国際交流では、新たに台湾の内湾（ナイワ

ン）駅と若桜駅の交流協定を結ばせていただ

きました。その調印式の際に商店街や、先に

お話させていただきました学校交流、さらに

は自治体との交流のご提案もいただいている

ところでございます。双方にメリットがあり、

また、町民の皆様も参画できる交流が発展的

に行えるように検討してまいりたいと考えて

いるところでございます。

また、内湾（ナイワン）は観光客も多く、

本町にとって学ぶべきことも多いと思います。

本町の知名度向上を図るとともに、近隣市町

と連携・協力して、台湾からのインバウンド

の観光客誘致に取り組んでまいりたいと思い

ます。



さらに、特産品としましては、生産量が長

野県と同率の全国２位のジビエは、本町の目

玉商品になる可能性を秘めていると考えてお

ります。東京で行われる鳥獣対策・ジビエ利

活用展などの機会を捉え、積極的にトップセ

ールスを行っていくとともに、ジビエカレー

のレトルトパックを監修された関西の有名レ

ストランのシェフ、例えばフレンチレストラ

ン プレスキル淀屋橋店の佐々木康二シェフ

などと連携し、若桜のジビエとして、今以上

に売り込んでまいりたいと考えております。

最後に、「農・林業の振興によるまちづくり」

ですが、これは米やエゴマの栽培を推進する

とともに、再造林の拡大と路網や森林整備を

図り、雇用を創出していくものでございます。

がんばる地域プラン事業の中に位置づけら

れてておりますエゴマ施設を、本年度オープ

ンし、米の乾燥・精米施設については、昨年、

甚大な被害をもたらした台風等の影響により、

来年度への繰り越しを余儀なくされたところ

でございます。

エゴマの施設はできたものの、売れ行きが

芳しくなく、油だけでなく「エゴマの実」自

体を商品にするなど、商品を増やしていくこ

とも必要と考えているところでございます。

また、エゴマの効能につきましては、実際に

エゴマ油を飲んでいる人とそうでない方との

違いを明確化するため、血液検査等を実施し

て効果を検証してみたいと思っているところ

でございます。

そして、市場の動向をよく見ながら、エゴ

マ油の効果を前面に出して、積極的に売り込

みを行うなど、販路開拓に努めてまいりたい

と考えているところでございます。

また、米につきましては乾燥・精米施設の

建設と並行して、ブランド化や本町の米をご

利用いただける施設などの開拓に努めること

が急務でございます。そのための体制づくり

を行い、生産量に応じた販路の確保などを進

めてまいりたいと考えております。

林業につきましては、今年から森林環境譲

与税が交付されているところでございますが、

同様に森林環境譲与税を交付されている都市

圏との交流を図るなど、その使途については

十分検討していきたいと考えております。

また、森林（もり）づくりや森林資源の有

効活用の目指すべき方向性及びその実現に向

けた戦略を示す「わかさ森林（もり）づくり

ビジョン（仮称）」を策定するとともに、「新

たな森林管理システム」への町民理解を深め

るための取り組みを引き続き行ってまいりた

いと考えております。

以上、町民の皆さん誰もが楽しく、活気あ

る、また住みやすい、安全な若桜町の創出に

つなげてまいりたいと考えているところでご

ざいます。

若桜町は少子高齢化や人口減少問題など、

多くの重要課題が山積しております。しかし

ながら、町民の皆さんが住みやすいまち、活

躍できるまちを作っていくために、町民の皆

様と力を合わせ、知恵を絞り、積極的な事業

に取り組みながら、先頭に立って町政を進め

てまいりたいと強く思っているところでござ

います。

もちろん、議員の皆様のお力添えもお願い

し、若桜町が一枚岩でしっかりと手を組んで、

取り組んでまいりたいと思っておりますので、

ご協力のほどよろしくお願いいたします。

私の町政に対する基本方針及び政策につき

ましては、以上でございます。

議長（川上守）

以上で、町長の施政方針を終了します。

日程第３

「教育行政方針」、教育長の令和２年度教育

行政方針を求めます。新川教育長。

教育長（新川哲也）

先ほど矢部町長が、令和２年度の町政に当

たっての所信を述べられました。私はこの施



政方針の基本を踏まえ、若桜町教育行政方針

についてご説明を申し上げ、議員各位のご理

解とご協力を賜りたいと存じます。

今日の人口減少や少子高齢化の中、グロー

バル化や情報化の一層の進展に加え、人工知

能やＩｏＴなど先端技術が高度化し、産業や

社会生活に取り入れられることにより、社会

のあり方が大きく変わるとされている、ソサ

エティ５.０の到来が言われています。

また、教育の姿も大きく変わろうとしてい

ます。学校教育では、小学校の新学習指導要

領が全面実施となり、よりよい学校教育を通

じて、よりよい社会をつくるという理念を、

学校と社会が共有・連携し、社会に開かれた

教育課程の実現を通じて、子どもたちに未来

を切り開くための資質、能力を育むことの重

要性が示されました。

本町においては、平成２４年に開校した、

小中一貫教育校「若桜学園」で特色ある教育

活動に取り組んでまいりました。

若桜学園では若桜を愛し、つながり、高め

合い、自己実現を目指すたくましい子どもの

育成を学校教育目標とし、子どもたちに夢や

希望を持つことのすばらしさ、感謝の心など

人の生き方として大事なことを伝え、これか

らの変化の激しい社会の中で、よりよい人生

を送れるよう力を育成するとともに、１０年

後の自分の夢や目標をしっかりと持ち、若桜

で生まれ育ってよかったと言えるような学校

教育を推進してまいります。

本年は、開校１期生が９年生になり、一貫

教育校の歩みも新たなステージを迎えます。

教育委員会では、引き続き、これまでの教育

施策の取り組みの成果や課題を整理、検討す

るとともに、学校と連携を図りながら、未来

を担う子どもたちが、変革期にある社会を生

き抜くために必要な力を身につけるような学

びを確実に進めてまいりたいと考えておりま

す。

それでは、若桜町教育プランに基づく、５

つの基本目標をもとに、令和２年度の主要な

施策についてご説明いたします。

若桜町教育プランでは、「未来を拓く心豊か

で活力ある人づくり」を教育理念とし、学校、

家庭、地域社会それぞれの教育力の向上と、

相互の連携を図りながら、取り組みを進めて

きております。

まず、「確かな学力を育む教育の推進」につ

いてであります。

若桜学園では、小中一貫教育の実績や蓄積

を活かしながら、子どもたちが自ら未来社会

を切り開くための資質、能力をさらに一層進

め、小中一貫校の強みを活かした学びの創造、

授業改善に向けて取り組みを推進してまいり

ます。

また、「何を学ぶか」だけでなく、「どのよ

うに学ぶか」への学習の転換を図り、協同学

習の深化など学びのスタイルの確立や、タブ

レット端末などのＩＣＴ機器を積極的に学習

に生かし、教員も児童生徒も見通しを持った、

よりわかりやすい授業をもとに、「主体的・対

話的で深い学び」を実現し、確かなアクティ

ブラーニングの取り組みを進めてまいります。

さらに、グローバル化の進展に対応するた

め、重点的に取り組んできた英語教育の成果

を生かしながら、英語教育を一層進め、グロ

ーバルな視点や豊かな国際感覚を養うことの

できるよう、教育活動を進めてまいります。

続いて、「豊かな心と健やかな体を育む教育

の推進」であります。

９年間の小中一貫教育の中で、異学年交流

による縦割り班活動や、学校外の多くの人々

との交流を通じて、他人を思いやる心や、生

命や人権を尊重する心、若桜を愛する心など

を育み、豊かな人間性や社会性を育成する「心

の教育」を推進します。

また、子どもたちの健やかな成長に欠かす

ことのできない学校給食は、食に対する正し

い知識と望ましい食習慣を身につける重要な

役割を担っています。



給食センターでは、献立を通じて栄養バラ

ンスのよい地産地消をできるだけ取り入れ、

アレルギー対応はもちろん、安心安全な給食

の提供に努めています。

昨年４月からは、毎月２５日を「イチオシ

若桜メシ」として子どもたちに公費負担で提

供し、ジビエや豚肉、味噌、エゴマなど、若

桜の優れた食材を使った、味にもこだわった

おいしい給食をスタートしました。生産者や

関わった人を知り、町を大切に思う気持ちを

育んでほしいと願っています。

ふるさとに誇りと愛着を持ち、将来の地域

を支える人材を育てる、「ふるさとキャリヤ教

育」を進めるため、新たにキャリアパスポー

トを活用して、人、モノ、仕事を系統的につ

なぎ、ふるさとに根ざし、グローバルな視点

で考え自分の夢に向かって行動できる人材の

成長を支えてまいります。

昨年の１２月に開催された子どもシンポジ

ウムでは、６年生が総合学習で学んだ若桜町

の地域資源や強み・弱みなどを調査研究し、

自分で課題を見つけ、課題解消に向けた活動

や取り組みを、わかりやすくプレゼンテーシ

ョンしています。

自分の住む地域のすばらしさや魅力を知る

ことで、地域への愛着を持ち、ふるさとの課

題解消のために、自分に何ができるか考え行

動する、このような実践的な教育を通じて、

子どもたちが課題解決力を身につけることを

期待しています。

一方で、児童・生徒を取り巻く環境は複雑

化・多様化している今日、いじめ問題や不登

校問題に的確に対応することが求められてい

ます。このような中、引き続きスクールカウ

ンセラーやスクールソーシャルワーカーを配

置し、保健センターと連携するなど、外部機

関との関わりを強く持つことで、児童・生徒

の様々な課題を早期に発見し、支援する教育

相談体制の充実に努めてまいります。

次に、「子どもたちを支える教育環境づく

り」であります。

本町では、県内自治体に先駆け、全ての教

室にエアコンを設置するなど、快適な学習環

境を整えるなど、教育環境の充実に積極的に

取り組んでまいりました。

今日では、仕事でも家庭でも社会のあらゆ

る場所でＩＣＴの活用が日常となっています。

情報活用能力の学習基盤となる学校のＩＣＴ

環境整備など、新たな時代に対応した教育環

境の構築が求められています。

学校でも一人１台端末は、これからの時代

のスタンダードとなり、特別なことではなく

なってきています。昨年１２月に示された国

のＧＩＧＡスクール構想を活用し、高速大容

量の校内無線ＬＡＮ整備事業と、児童・生徒

一人１台端末の環境整備についても、積極的

に取り組んでまいります。

また、多様化する課題を抱える学校をサポ

ートするため、地域と学校が連携・協働して、

学校を核として、地域の特色を生かした事業

を展開することで、町全体で地域の将来を担

う子どもたちを育成するとともに、地域の教

育力を向上し、地域と共にある学校づくりを

目指す学校運営協議会制度「コミュニティス

クール」の取り組みを進めてまいります。

次に、「ライフステージに応じて学び続ける

生涯学習の推進」であります。

人生１００年時代の到来を迎えている今日、

全ての人が、学びを通じて楽しく、元気に、

豊かで潤いのある生活を送ることができるよ

う、公民館や生涯学習情報館では、人と人、

人と地域をつなぐ学びの拠点として講演会、

各種講座の開催、サークル活動の支援など、

「いつでもどこでも学べる」教育環境の整備

に努めてまいります。

また、家庭教育が円滑に進められるよう、

保護者や地域に対する学習の機会や情報の提

供を積極的に行います。

人権教育では、誰もが安心して暮らせる差

別のない社会を築くため、人権が尊重される



社会の実現に向けた取り組みが一層重要にな

ります。このため、同和問題をはじめとする

あらゆる差別解消に向けた人権意識の向上、

人権教育の充実を図るとともに、教育関係機

関と連携した啓発活動や相談体制の充実を進

めてまいります。

最後に、「文化、芸術、スポーツの振興」で

あります。

本町の守り伝えられてきた歴史的文化資源

を将来に継承し、保存・活用を進めてまいり

ます。

若桜宿内の歴史的町並み保存については、

「重要伝統的建造物群保存地区選定」に向け、

住民の皆様に制度や保存計画及び活用方法な

どについて、説明会や講演会を開催するなど、

より一層の周知を図り、ご理解とご協力をい

ただくよう取り組みを進めてまいりたいと考

えております。

郷土文化の里や生涯学習情報館では、講演

会、企画展示、コンサートなどイベントの開

催や、各団体のサークル活動の支援などを通

じて、文化、芸術に対する理解が進むよう取

り組みます。

スポーツの振興については、体育館、温水

プールや八幡広場等の有効活用や、若桜クラ

ブ、体育協会等との連携を深め、スポーツの

楽しさ、すばらしさなどスポーツをする機会

の提供に努めてまいります。

以上、令和２年度の教育行政の概要を説明

させていただきました。令和という新しい時

代を迎えた今、新しい時代を担う子どもたち

が、伝統、文化や郷土を愛する心を大切にし

ながら、予測不可能な未来社会を自律的に生

きる力を身につけ、健やかに成長できるよう、

全力で教育行政の推進に取り組む所存でござ

いますので、議員各位のご理解とご協力を重

ねてお願い申し上げます。

議長（川上守）

以上で、教育長の「教育行政方針」を終了

します。

日程第４

議案第３号 令和２年度若桜町一般会計予

算を議題とします。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

施政方針でも申し上げましたが、新型コロ

ナウイルスの勢いが止まらず、新聞紙上もほ

ぼ新型コロナウイルスのことで埋め尽くされ

ているところでございますが、２月２８日に

は、安倍総理が唐突に小中学校及び高等学校

を３月２日から春休みまで休校にされたいと

の要請が出されました。

全世界で、この新型コロナウイルスによる

死亡者も３千人を超え、日本では、大相撲を

はじめ、野球、サッカー、さらには各地のマ

ラソン大会などが、無観客試合や開幕延期ま

たは中止を余儀なくされている中での要請で

あり、いた仕方ない部分もございますが、両

親が仕事で日中はいらっしゃらない子どもた

ちの対応や、学童保育の開設などについて、

全県があわただしく動いた１週間でございま

した。

また、３月１日には、お隣の兵庫県西宮市

でも感染者が確認され、徐々に近づいてきて

いる感じがしているところでございます。

状況も刻一刻と変わり、県内発生も時間の

問題と言われておりますが、本町は高齢者な

どの重症化しやすい、いわゆるハイリスク者

が多く、ウイルスが入ってこないよう万全を

期すとの意味で、「わかさ保健医療を考える集

い」や「八頭郡体育会表彰式」、「若桜鉄道の

若桜号デビュー」、「若桜学園の卒業式」、「わ

かさこども園の卒園式」など、多くの人が集

まるイベントや行事を、中止または縮小して

いるところでございます。

町民の方が楽しみにしておられた行事がで

きないことや、子どもたちの門出や節目であ

る行事を心底お祝いできないことについては、



胸が張り裂けそうな思いもしておりますが、

これも、町民皆様の健康を守るためには必要

な措置でもあり、ご理解いただきたいと思い

ます。

また、今後も県及び他の市町とも連携しな

がら、対応していきたいと考えているところ

でございます。

それでは、ただいま議題となりました、議

案第３号 令和２年度若桜町一般会計予算に

つきまして、その概要をご説明させていただ

きます。

令和２年度当初予算につきましては、昨年

度の予算総額３７億４,１００万円に対しま

して１億１,６００万円、伸び率では３.１％

減少の、総額３６億２,５００万円を計上いた

しております。

それでは、まず、歳入の主なものについて

ご説明いたします。町税が２億４,０３１万８

千円でございます。前年対０.４％の減、予算

総額に占める割合は６.６％となっておりま

す。町税のうち、町民税は２７２万９千円の

減小を見込んでおりますが、固定資産税、軽

自動車税、市町村たばこ税につきましては、

総額１７２万５千円の増加を見込んでおると

ころでございます。

次に、地方交付税につきましては、昨年よ

り２,０００万円増額の１９億円としており

ますが、主な要因は会計年度任用職員の期末

手当相当分を見込んだものでございます。予

算総額に占める割合は５２.４％となってお

ります。国の地方財政計画においては、地方

公共団体の安定的な財政運営に必要な一般財

源総額は、前年度（６２.７兆円）より微増（７

千億円）の６３.４兆円の予算が確保されてい

るところでございます。

そのうちの地方交付税は、全体で１６.６兆

円が示されており、対前年４,０００億円の増

額、伸び率では２.５％増となっている状況で

ございます。

このような中、国・県から示された数値資

料や国勢調査による人口、令和元年度実績な

どを勘案し、見込み額として計上させていた

だいております。

内訳としましては、普通交付税が１７億５,

０００万円で、対前年２,０００万円の増額を

見込んでおります。また、特別交付税は１億

５,０００万円とし、昨年度と同額を見込んで

おります。

次に、国庫支出金は、社会資本整備総合交

付金などの増加を見込んでおりますが、産地

パワーアップ事業費補助金の皆減などにより、

１億２６４万８千円、対前年比２９.９％の減、

県支出金は、災害復旧費県補助金と参議院議

員・知事・県議会議員選挙費委託金の皆減な

どにより、１億５,３８６万３千円、対前年比

３６％の減、財産収入は、町有林売払い代金

の皆減などにより、４９２万８千円、対前年

比２７.４％の減。

繰入金は、財政調整基金からの繰り入れが

増加したため３,５３１万４千円、対前年比２

６.６％の増、諸収入は、長寿社会づくりソフ

ト事業費交付金の皆減などにより、５７１万

６千円、対前年比１２.９％の減、町債は、過

疎対策事業債、緊急自然災害防止対策事業債

などその他の起債とあわせまして、４億８,

３００万円を計上しており、対前年比２０％

の増としております。

その他、地方消費税交付金をはじめとした

各種交付金、使用料及び手数料、寄附金など

をもって予算措置いたしております。

町税、使用料及び手数料及び財産収入など

の自主財源の予算総額は、６億１,５８２万５

千円で、予算総額に占める割合は１７％とな

っております。

次に、歳出でございます。主な事業につい

て、予算科目ごとにその概要をご説明いたし

ます。

はじめに、議会費では、各常任委員会など

の調査研究に要する経費、議会だよりの発行

経費などを計上しております。



総務費では、行政運営を行っていくための

総括的な経費及び地方創生の取り組みを進め

るために必要な費用を計上するとともに、自

治体コミュニティ活動の振興、総合計画の策

定、韓国の平昌郡、台湾の内湾等との交流、

若桜鉄道の利用促進や軌道等施設の管理、町

営バスの運行、共助交通の実証実験、国勢調

査の実施などをはじめ、地域の振興、活性化

及び住民自治に関する費用などを計上してお

ります。

民生費では、地域福祉事業や高齢者福祉事

業、障がい者福祉事業に関する費用、敬老会

の開催、地域福祉センター、ゆはら温泉の改

修工事のほか、三世代居住支援金や出産祝い

金、子育て応援給付金、わかさこども園の改

修工事や子育て支援センターの管理運営、病

児・病後児保育の事業など、地域福祉と少子

化対策、子育て支援の充実のための費用を計

上しております。

衛生費では、資源ごみ回収やごみ減量化推

進のための環境衛生事業、ごみ収集や処理を

行う塵芥処理対策事業、インフルエンザや肺

炎などの予防事業、各種ガン健診や特定検診

などの健康増進事業、計画的に簡水施設の統

合を実施する簡易水道事業特別会計への繰出

金など、住民の健康づくりや保健衛生・環境

衛生の推進を行うための経費を計上しており

ます。

農林水産業費では、農業用機械等の購入支

援を行うための「担い手確保・経営継続支援

事業」、エゴマ油の効果検証を行うための「エ

ゴマの調査研究モニター事業」など新たな事

業に加え、がんばる地域プランを核とした農

業の振興、本町の豊かな資源を活用した特産

品の研究・開発・販売支援の事業、中山間地

域の農地を守るための中山間地域等直接支払

制度事業や農地中間管理事業、耕作放棄地解

消対策事業、因幡和牛ブランドの確立支援、

鳥獣被害対策と獣肉解体処理施設の管理運営

委託など、中山間地農業の活性化、地域資源

を活かした若桜ブランドの確立などの予算を

計上しております。

林業費関係では、林業振興及び間伐・造林

補助などの森林整備事業や、美しい森づくり

基盤整備事業、森林施業の効率化とコスト削

減を図るための作業道新設改良事業や林道開

設事業、間伐材搬出助成などの若桜材利用拡

大推進事業、新たな森林管理システム推進事

業など、林業振興、森林の活性化に必要な経

費を計上いたしております。

商工費では、おもちゃ館運営費の助成など

の商工業にぎわい創出事業や若桜町商工会に

対する支援、従来から取り組んでおります創

業開業促進事業補助金に、新たに事業継承支

援補助金を加えた事業者への支援拡充、観光

協会への支援をはじめ、観光客の増加を促す

ＰＲやイベントの開催、ジビエの振興、台湾

を中心としたインバウンド推進事業、氷ノ山

のあり方の検討や氷ノ山の集客促進事業、道

の駅及び氷ノ山関連施設、駅前店舗の指定管

理など、商工業の振興と地域の活性化、恵ま

れた観光資源を活かした観光客の増加を図る

ための費用を計上いたしております。

土木費では、消雪施設の調査・点検業務、

来見野集落の道路整備工事に係る用地調整や、

橋梁補修事業などの町道新設改良事業、定住

促進のための若者住宅や町営住宅の管理、中

之島公園などの町民の憩いの場の維持管理な

ど、道路、住宅などの社会基盤の整備、所管

する施設の適正な維持管理を行うための費用

などを計上しております。

消防費では、東部広域行政管理組合への負

担金、八頭消防署若桜出張所の建て替えに伴

う測量設計業務、消防団、自警団の活動支援、

防災・災害対策に係る費用など、安心安全の

暮らしを守る地域防災力の強化、災害に強い

まちづくりのための費用を計上いたしており

ます。

教育総務費では、豊かな心を育み一人ひと

りの人間形成を行う若桜学園の管理と教育環



境の整備、ＩＣＴ機器を活用した教育の充実、

学力向上支援事業、外国青年招致事業、就学

援助費、学校教材の充実・整備など、将来の

若桜町を担う若者の教育に必要な経費を計上

いたしております。

教育振興費では、スクールソーシャルワー

カーの配置、高校生の通学費助成の拡充、若

桜学園学校給食費の保護者負担金軽減事業な

ど、教育の振興、保護者の負担軽減などの費

用を計上いたしております。

また、社会教育費では、コミュニティ・ス

クール導入に向けた検討、人権・同和教育の

推進、団体育成事業及び氷ノ山寿大学などの

生涯学習事業、伝統的建造物群の指定、町誌

編纂などの文化財保護事業、公民館や郷土文

化の里及び生涯学習情報館などの管理運営に

要する経費など、社会教育や生涯学習、歴史・

文化の保存・活用を推進するための費用を計

上いたしております。

保健体育費では、総合型スポーツクラブ 若

桜クラブへの支援、スポーツ少年団、体育協

会への支援、八幡広場や温水プールなどの体

育施設の管理運営など、体力づくり、生涯ス

ポーツを推進するための予算を計上しており

ます。

以上、主な施策につきましてご説明いたし

ました。「若者が住みたくなるまちづくり」、

「高齢者の皆さんが健康で生きがいを見つけ

ながら安全安心に暮らせるまちづくり」、そし

て、「にぎわい創出のまちづくり」、「農業・林

業の振興による元気なまちづくり」などの施

策を予算に計上しており、積極的に取り組ん

でまいりたいと考えておるところでございま

す。

第２条の「債務負担行為」につきましては

「第２表 債務負担行為」のとおり、事項、期

間及び限度額を定めております。

また、第３条の「地方債」につきましては

「第３表 地方債」のとおり、過疎対策事業債

など、それぞれの限度額を定め、第４条では

一時借入金についての最高額を４億円と定め

ております。

また、第５条の歳出予算の流用につきまし

ては、地方自治法第２２０条第２項のただし

書の規定により定めております。

以上、予算の概要につきましてご説明いた

しました。

ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

ただいま議題となっております、議案第３

号 令和２年度若桜町一般会計予算は、議員全

員をもって構成する予算審査特別委員会を設

置し、これに付託の上、会期中に審査するこ

とにしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、本案は議員全員をもって構成

する予算審査特別委員会を設置し、これに付

託の上、会期中に審査することに決定しまし

た。

委員会条例第８条第１項の規定により、本

会議終了後、予算審査特別委員会を全員協議

室に招集いたします。

日程第５

議案第４号 令和２年度若桜町国民健康保

険事業特別会計予算、議案第５号 令和２年度

若桜町介護保険事業特別会計予算、議案第６

号 令和２年度若桜町後期高齢者医療特別会

計予算、議案第７号 令和２年度若桜町簡易水

道事業特別会計予算、議案第８号 令和２年度

若桜町公共下水道事業特別会計予算、議案第

９号 令和２年度若桜町農業集落排水事業特

別会計予算、議案第１０号 令和２年度度若桜

町赤松団地造成事業特別会計予算、議案第１



１号 令和２年度若桜町財産区造林事業特別

会計予算、議案第１２号 令和２年度若桜町索

道事業特別会計予算、議案第１３号 令和２年

度若桜町住宅新築資金等貸付事業特別会計予

算、を一括して議題とします。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第４号 令和２年度若桜町国民健康保

険事業特別会計予算でありますが、歳入歳出

予算の総額は、４億５,０１５万７千円でござ

います。前年度予算に比べ３,５６５万７千円

の増となっております。これは、被保険者に

必要な保険給付と、一次予防のための保険事

業を行うものでございますが、本年度の保険

給付費の算定につきましては、令和元年の実

績見込みをもとに、過去の給付費等を勘案し

て算定しております。

また、特定検診、人間ドック、脳ドックな

どの保健事業費に加え、財政運営の広域化に

伴い、国民健康保険事業費納付金を計上して

おります。

財源につきましては、保険税、県支出金、

繰入金などで措置しております。また、第２

条の債務負担行為につきましては、「第２表

債務負担行為」のとおり、事項、期間及び限

度額を定めておりますし、第３条の歳出予算

の流用につきましては、地方自治法第２２０

条第２項のただし書の規定により定めており

ます。

続きまして、議案第５号 令和２年度若桜町

介護保険事業特別会計予算でありますが、歳

入歳出予算の総額は、７億１,０２６万８千円

でございます。この会計は、被保険者に必要

な介護サービスを提供するものでありますが、

介護保険給付費の算定に当たりましては、こ

れまでの給付事業や被保険者のニーズなどを

勘案した各介護サービス等の給付額を計上い

たしております。

これらの財源として、保険料、国・県支出

金、支払基金交付金、繰入金などにより措置

しております。また、第２条の債務負担行為

につきましては、「第２表 債務負担行為」の

とおり、事項、期間及び限度額を定めており

ますし、第３条の歳出予算の流用につきまし

ては、地方自治法第２２０条第２項のただし

書の規定により定めております。

続きまして、議案第６号 令和２年度若桜町

後期高齢者医療特別会計予算でありますが、

歳入歳出予算の総額は、６,０５２万円でござ

います。

この会計は、被保険者から納入された保険

税と必要な事務費等を合わせて、鳥取県後期

高齢者医療広域連合会へ納付するものでござ

います。また、第２条の債務負担行為につき

ましては「第２表 債務負担行為」のとおり、

事項、期間及び限度額を定めております。

続きまして、議案第７号 令和２年度若桜町

簡易水道事業特別会計予算でありますが、歳

入歳出予算の総額は、２億７,８４９万６千円

でございます。本年度も、若桜簡易水道統合

に伴う測量設計と施設の統合整備を予定して

おります。また、施設維持修繕事業、漏水調

査事業などの事業費を計上しております。

これらの財源として、水道使用料、国庫支

出金、町債、一般会計繰入金などで措置して

おります。また、第２条の債務負担行為につ

きましては、「第２表 債務負担行為」のとお

り、事項、期間及び限度額を定めております

し、第３条の地方債につきましては、「第３表

地方債」のとおり、限度額を定めております。

続きまして、議案第８号 令和２年度若桜町

公共下水道事業特別会計予算でありますが、

歳入歳出予算の総額は、１億６,５６７万５千

円でございます。

歳出では、米処理区と若桜処理区の統合

を検討するための委託業務、ストックマネジ

メント計画策定に基づいた工事設計委託業務



と、米浄化センターの改修工事などを計上

しており、これらの財源として、使用料及び

手数料、国庫支出金、繰入金、町債などで措

置しております。

また、第２条の債務負担行為につきまして

は「第２表 債務負担行為」のとおり、事項、

期間及び限度額を定めておりますし、第３条

の地方債につきましては、「第３表 地方債」

のとおり、限度額を定めております。

続きまして、議案第９号 令和２年度若桜町

農業集落排水事業特別会計予算でありますが、

歳入歳出予算の総額は、６,３９７万５千円で

ございます。歳出では、各施設の維持管理費

と地方債元利償還金など計上しており、これ

らの財源として、使用料及び手数料、一般会

計繰入金をもって措置しております。

なお、第２条の債務負担行為につきまして

は「第２表 債務負担行為」のとおり、事項、

期間及び限度額を定めております。

続きまして、議案第１０号 令和２年度若桜

町赤松団地造成事業特別会計予算であります

が、歳入歳出予算の総額は、３９３万６千円

でございます。歳出は、区画造成した住宅用

地の販売と管理のための経費と、地方債元金

の償還金などを計上しており、財源は、土地

の売払収入と貸付料で措置しております。

続きまして、議案第１１号 令和２年度若桜

町財産区造林事業特別会計予算でありますが、

歳入歳出予算の総額は、９８８万６千円でご

ざいます。歳出は、造林事業委託料と事務費

であり、財源は公団と財産区の負担金をもっ

て措置しております。

続きまして、議案第１２号 令和２年度若桜

町索道事業特別会計予算でありますが、歳入

歳出予算の総額は、３,４４２万円でございま

す。この会計では、指定管理者制度のもとで、

利用料金を指定管理者が収受し、本会計に納

付金を納入する予算を計上しております。

令和２年度は、経年劣化による線路金物の

圧索輪などの改修工事を予定しております。

このほか、維持管理費などを計上し、これ

らの財源として繰入金、諸収入、町債で措置

しております。第２条の地方債につきまして

は、「第２表 地方債」のとおり、限度額を定

めております。

続きまして、議案第１３号 令和２年度若桜

町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算であ

りますが、歳入歳出予算の総額は、１８０万

円でございます。住宅新築資金等貸付金の滞

納徴収金を一般会計へ繰り出しするよう予算

措置しております。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

ただいま議題となっております議案第４号

から議案第１３号までの１０議案は、先ほど

設置した予算審査特別委員会に付託の上、会

期中に審査したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第４号から議案第１３号

までの１０議案は、予算審査特別委員会に付

託の上、会期中に審査することに決定しまし

た。

暫時休憩します。

   午前１０時１４分  休 憩

   午前１０時３０分  再 開

議長（川上守）

休憩前に引き続き、会議を再開します。

日程第６

議案第１４号 令和元年度若桜町一般会計



補正予算（第６号）を議題とします。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第１４号 令和元年度若桜町一般会計

補正予算についてでございますが、既定の歳

入歳出予算の総額から、それぞれ８,１９４万

８千円を減額し、歳入歳出予算の総額を３９

億６,０７１万円とするものでございます。

地方自治法第２１３条第１項の規定による

繰越明許費につきましては、「第２表 繰越明

許費」のとおりとし、地方債の変更は「第３

表 地方債補正」のとおりでございます。

それではまず、歳入の概要につきましてご

説明いたします。町税は実績見込みのより、

９５万８千円追加いたしました。地方譲与税、

利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所

得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得

税交付金につきましては、実績見込みにより、

合わせて２８９万７千円減額いたしました。

分担金及び負担金につきましては、若桜鉄

道施設管理負担金など、その他の補正と合わ

せまして、１,００７万３千円減額いたしまし

た。

国庫支出金では、主に総務費国庫負担金の

地域公共交通確保維持改善事業費補助金や、

地域生活支援事業補助金を減額し、公立学校

情報ネットワーク環境施設整備費補助金を追

加するなど、その他の補正と合わせまして、

総額１,４７４万２千円を減額いたしました。

県支出金では、主に農林水産業費県補助金

の林道整備事業補助金や森林保全総合対策事

業補助金を減額するなど、その他の補正と合

わせまして、総額１,５７７万２千円減額いた

しました。

財産収入では、町有林売払収入を４６２万

４千円減額いたしました。寄附金では、ふる

さと納税寄付金を８００万円減額いたしまし

た。

繰入金では、赤松団地造成事業特別会計繰

入金と財政調整基金を減額し、森林整備促進

基金繰入金を加え、総額２,１４２万２千円減

額いたしました。繰越金では、前年度繰越金

を１,６４４万７千円追加いたしました。

諸収入では、宝くじ交付金を１６８万８千

円減額するなど、その他の補正と合わせまし

て、総額１３２万３千円減額いたしました。

地方債では、災害復旧事業債と一般補助施

設整備等事業債、学校教育施設等整備事業債

を追加し、財源充当とした事業の実績見込み

などにより、過疎対策事業債と緊急防災・減

災事業債を減額し、総額２,０５０万円減額い

たしました。

次に、歳出の主なものについてご説明いた

します。

職員の人件費の補正を各費目にわたり行っ

ており、総額４０３万２千円減額いたしまし

た。議会費では、実績見込みによる費用弁償

を減額するなど、その他の補正と合わせまし

て、総額３１３万８千円を減額いたしました。

総務費では、情報ネットワーク事業とバス

運行事業などを追加し、実績見込みにより、

町有林管理事業、国際交流事業、移住定住促

進事業、若桜鉄道対策事業、ふるさと応援基

金積立金などを減額し、総額７,０６３万８千

円を減額いたしました。

民生費では、実績見込みにより、介護保険

事業特別会計繰出金、特別障がい者手当等支

給事業を減額するなど、人件費の補正を合わ

せまして、総額１,３７８万９千円を減額いた

しました。なお、包括支援センター運営費の

財源更正を行っております。

衛生費では、実績見込みにより、埋火葬事

業と塵芥処理対策事業を減額し、簡易水道会

計繰出金を増額するなど、総額２０万６千円

を追加いたしました。なお、健康増進事業費

の財源更正を行っております。

農林水産業費では、実績見込みにより、が



んばる地域プラン事業や有害鳥獣対策費、森

林整備事業、若桜材需要拡大推進事業などを

減額し、農業集落排水事業繰出金や新たな森

林管理システム推進事業を増額するなど、そ

の他の補正と合わせまして、総額２,７３１万

１千円を減額いたしました。なお、農業委員

会費と林道維持費の財源更正を行っておりま

す。

商工費では、実績見込みにより、商工振興

事業と観光事業費をそれぞれ減額し、災害復

旧工事の増工により、氷ノ山高原の宿氷太く

ん管理運営事業を増額し、総額２,１０２万１

千円を追加いたしました。

土木費では、実績見込みにより、町道新設

改良事業を減額し、公共下水道事業を増額す

るなど、その他の補正と合わせまして、総額

１１１万円を追加いたしました。

消防費では、実績見込みにより、常備消防

費を２４０万１千円減額いたしました。

教育費では、校内通信ネットワークの整備

のため、若桜学園管理費などを追加し、実績

見込みにより、若桜学園教育振興費や通学対

策事業などを減額するなど、人件費の補正と

合わせまして、総額１,９５８万３千円を追加

いたしました。

災害復旧費では、農業用施設災害復旧費と

林業用施設災害復旧費の財源更正を行ってお

ります。

公債費費では、実績見込みにより、元金償

還金と利子償還金を合わせまして、６６０万

４千円を減額いたしました。なお、歳入歳出

の総額を調整し、予備費を１万３千円追加い

たしました。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第７

議案第１５号 令和元年度若桜町国民健康

保険事業特別会計補正予算（第４号）、議案第

１６号 令和元年度若桜町介護保険事業特別

会計補正予算（第４号）、議案第１７号 令和

元年度若桜町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）、議案第１８号 令和元年度若桜

町簡易水道事業特別会計補正予算（第５号）、

議案第１９号 令和元年度若桜町公共下水道

事業特別会計補正予算（第４号）、議案第２０

号 令和元年度若桜町農業集落排水事業特別

会計補正予算（第２号）、議案第２１号 令和

元年度若桜町赤松団地造成事業特別会計補正

予算（第１号）、議案第２２号 令和元年度若

桜町財産区造林事業特別会計補正予算（第１

号）、議案第２３号 令和元年度若桜町索道事

業特別会計補正予算（第３号）を一括して議

題とします。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第１５号 令和元年度若桜町国民健康

保険事業特別会計補正予算でございますが、

既定の歳入歳出予算総額に、それぞれ７３８

万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を４

億６,５４６万２千円とするものでございま

す。

このたびの補正は、実績見込みに伴う補正

でございます。歳入につきましては、一般被

保険者国民健康保険税と保険給付費等交付金

を合わせまして７３８万２千円を増額いたし

ました。また、歳出におきましては、総務費

の国民健康保険財政調整基金や保険給付費の

一般被保険者療養費を増額するなど７２４万

８千円を追加いたしました。なお、歳入歳出

の総額を調整し、予備費を１３万４千円追加

いたしました。



続きまして、議案第１６号 令和元年度若桜

町介護保険事業特別会計補正予算でございま

すが、既定の歳入歳出予算の総額から、それ

ぞれ６,８２２万１千円を減額し、歳入歳出予

算の総額を６億５,６３８万１千円とするも

のでございます。

このたびの補正は、実績見込みに伴う補正

でございます。歳入におきましては、国庫支

出金を１,７６６万６千円、支払基金交付金を

１,８５１万円、県支出金を１,０８０万５千

円、繰入金２,１２４万円それぞれ減額いたし

ました。また、歳出におきましては、総務費

を５５万６千円追加し、保険給付費を６,００

０万円、地域支援事業費を８７７万７千円そ

れぞれ減額いたしました。

続きまして、議案第１７号 令和元年度若桜

町後期高齢者医療特別会計補正予算でござい

ますが、既定の歳入歳出予算の総額に、それ

ぞれ３７２万８千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を５,９９５万７千円とするものでご

ざいます。

このたびの補正は、実績見込みに伴う補正

でございます。このたびの補正は、歳入の後

期高齢者医療保険料と歳出の後期高齢者医療

広域連合納付金に、それぞれ３７２万８千円

を追加するものでございます。

続きまして、議案第１８号 令和元年度若桜

町簡易水道事業特別会計補正予算でございま

すが、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞ

れ８０万８千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を１億７,５６１万７千円とするものでご

ざいます。なお、地方債の変更は「第２表 地

方債補正」のとおりでございます。

このたびの補正は、実績見込みに伴う補正

でございます。歳入におきましては、繰入金

を１２０万８千円増額し、地方債を４０万円

減額いたしました。また、歳出におきまして

は、簡易水道施設費を９８万１千円追加し、

公債費を１７万３千円減額いたしました。

続きまして、議案第１９号 令和元年度若桜

町公共下水道事業特別会計補正予算でござい

ますが、既定の歳入歳出予算の総額から、そ

れぞれ３０万４千円を減額し、歳入歳出予算

の総額を１億８,４８５万４千円とするもの

でございます。

このたびの補正は、実績見込みによる補正

でございます。なお、地方自治法第２１３条

第１項の規定による繰越明許費につきまして

は「第２表 繰越明許費」のとおりとし、地方

債の変更は「第３表 地方債補正」のとおりで

ございます。

このたびの補正は実績見込みによる補正で

ございます。歳入におきましては、繰入金を

６２９万６千円増額し、町債を６６０万円減

額いたしました。また、歳出におきましては、

公債費を３０万４千円減額いたしました。な

お、下水道整備費の財源更正を行っておりま

す。

続きまして、議案第２０号 令和元年度若桜

町農業集落排水事業特別会計補正予算でござ

いますが、既定の歳入歳出予算の総額から、

それぞれ２,１４１万４千円を減額し、歳入歳

出予算の総額を９,８３３万１千円とするも

のでございます。また、地方債の変更は「第

２表 地方債補正」のとおりでございます。

このたびの補正は、実績見込みによる補正

でございます。歳入におきましては、国庫支

出金を１,２６０万８千円、地方債を１,２１

０万円それぞれ減額し、繰入金を３２９万４

千円増額いたしました。歳出におきましては、

農業集落排水事業費を２,１３７万９千円、公

債費を３万５千円それぞれ減額いたしました。

続きまして、議案第２１号 令和元年度若桜

町赤松団地造成事業特別会計補正予算でござ

いますが、既定の歳入歳出予算の総額から、

それぞれ３４３万４千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を５０万２千円とするものでござ

います。

このたびの補正は、実績見込みに伴う補正

でございます。歳入におきましては、財産収



入を３５０万円減額し、繰入金を６万６千円

増額いたしました。また、歳出におきまして

は、団地事業費を３４３万４千円減額いたし

ました。なお、公債費の財源更正を行ってお

ります。

続きまして、議案第２２号 令和元年度若桜

町財産区造林事業特別会計補正予算でござい

ますが、既定の歳入歳出予算の総額から、そ

れぞれ７０６万９千円を減額し、歳入歳出予

算の総額を５万５千円とするものでございま

す。

今回の補正は、実績見込みに伴う補正でご

ざいます。歳入の分担金及び負担金と歳出の

農林水産業費をそれぞれ７０６万９千円減額

いたしました。

続きまして、議案第２３号 令和元年度若桜

町索道事業特別会計補正予算でございますが、

既定の歳入歳出予算の総額から、それぞれ１

３万４千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

２,４６１万５千円とするものでございます。

また、地方債の変更につきましては「第２表

地方債補正」のとおりでございます。

今回の補正は、実績見込みに伴う補正でご

ざいます。歳入におきましては、諸収入を５

６万６千円増額し、町債を７０万円減額いた

しました。また、歳出におきましては、索道

費５１万７千円を減額し、予備費で歳入歳出

の総額を調整いたしました。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第８

議案第２４号 若桜町長等の損害賠償責任

の一部免責に関する条例の制定について、議

案第２５号 若桜駅前にぎわいプラザの設置

及び管理に関する条例の制定について、を一

括して議題とします。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして提案理由をご説明いたします。

議案第２４号 若桜町長等の損害賠償責任

の一部免責に関する条例の制定について、で

ございますが、これは、地方自治法の一部改

正に伴い、賠償責任を免れる額など必要な事

項を定めるため、本条例を制定するものでご

ざいます。

続きまして、議案第２５号 若桜駅前にぎわ

いプラザの設置及び管理に関する条例の制定

について、でございますが、これは、地方自

治法第２４４条の２第１項の規定に基づき、

「若桜駅前にぎわいプラザ」の設置及び管理

に関し必要な事項を定めるため、本条例を制

定するものでございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

ただいま議題となっております議案のうち、

議案第２４号 若桜町長等の損害賠償責任の

一部免責に関する条例の制定については、地

方自治法等の一部を改正する法律、平成２９

年法律第５４号 附則第２条第７項の規定に

より、条例案に対する監査委員の意見を聞く

ことができるとされています。

お諮りします。

監査委員の意見を聞くことにご異議ありま

せんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。



したがって、監査委員の意見を聞くことに

決定しました。

日程第９

議案第２６号 若桜町監査委員条例の一部

改正について、議案第２７号 若桜町職員の服

務の宣誓に関する条例の一部改正について、

議案第２８号 若桜町会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する条例の一部改正につ

いて、を一括して議題とします。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして提案理由をご説明いたします。

議案第２６号 若桜町監査委員条例の一部

改正について、でございますが、これは地方

自治法の一部改正にともない、条ずれが生じ

るため所要の改正を行うものでございます。

続きまして、議案第２７号 若桜町職員の服

務の宣誓に関する条例の一部改正について、

でございますが、これは会計年度任用職員の

服務の宣誓について、常勤職員とは別段の定

めをするため所要の改正を行うものでござい

ます。

続きまして、議案第２８号 若桜町会計年度

任用職員の給料及び費用弁償に関する条例の

一部改正について、でございますが、これは

会計年度任用職員の報酬の端数処理の方法を

改めるため改正するものでございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第１０

議案第２９号 若桜郷土文化の里の設置及

び管理に関する条例の一部改正について、議

案第３０号 若桜町特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について、議案第３１号 若

桜町家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について、議

案第３２号 若桜町氷ノ山自然ふれあいの里

施設の設置及び管理に関する条例の一部改正

について、議案第３３号 民法の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係条例の整備に関する

条例について、を一括して議題とします。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして提案理由をご説明いたします。

議案第２９号 若桜郷土文化の里の設置及

び管理に関する条例の一部改正について、で

ございますが、これは、若桜町歴史民族資料

館の地番が合筆となり、土地登記が変更とな

ったため、所要の改正を行うものでございま

す。

続きまして、議案第３０号 若桜町特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部改正につい

て、でございますが、これは、特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準の一部が改正されたことにともない、

所要の改正を行うものでございます。

続きまして、議案第３１号 若桜町家庭的保

育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について、でございますが、

これは、家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準の一部改正にともない、所要の改

正を行うものでございます。

続きまして、議案第３２号 若桜町氷ノ山自

然ふれあいの里施設の設置及び管理に関する

条例の一部改正について、でございますが、

これは氷ノ山キャンプ場の利用料金の改正を

行うものでございます。

続きまして、議案第３３号 民法の一部を改



正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例について、でございますが、これは

民法の一部改正にともなうもの及び若桜町営

住宅の建て替えにより、若桜町営住宅の設置

及び管理に関する条例の一部改正を行うもの

でございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第１１

議案第３４号 公の施設の指定管理者の指

定（若桜町立多目的集会施設）について、議

案第３５号 公の施設の指定管理者の指定（若

桜町活性化施設）について、議案第３６号 公

の施設の指定管理者の指定（若桜エゴマ工房）

について、を一括して議題とします。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして提案理由をご説明いたします。

議案第３５号 公の施設の指定管理者の指

定（若桜町立多目的集会施設）について、で

ございますが、これは若桜町立多目的集会施

設の指定管理者に、鳥取いなば農業協同組合

を指定することにつきまして、本議会の議決

をお願いするものでございます。

続きまして、議案第３５号 公の施設の指定

管理者の指定（若桜町活性化施設）について、

でございますが、これは、若桜町活性化施設

の指定管理者に、有限会社若桜農林振興を指

定することにつきまして、本議会の議決をお

願いするものでございます。

続きまして、議案第３６号 公の施設の指定

管理者の指定（若桜エゴマ工房）について、

でございますが、これは、若桜エゴマ工房の

指定管理者に、有限会社若桜農林振興を指定

することにつきまして、本議会の議決をお願

いするものでございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願い申し上げます。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第１２

議案第３７号 公の施設の指定管理者の指

定（若桜町氷ノ山関連施設）について、議案

第３８号 公の施設の指定管理者の指定（道の

駅若桜 桜ん坊）について、議案第３９号 公

の施設の指定管理者の指定（若桜駅前にぎわ

いプラザ）について、を一括して議題としま

す。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして提案理由をご説明いたします。

議案第３７号 公の施設の指定管理者の指

定（若桜町氷ノ山関連施設）について、でご

ざいますが、これは、若桜町氷ノ山関連施設

の指定管理者に、一般財団法人若桜町観光開

発事業団を指定することについて、本議会の

議決をお願いするものでございます。

続きまして、議案第３８号 公の施設の指定

管理者の指定（道の駅若桜 桜ん坊）について、

でございますが、これは、道の駅若桜 桜ん坊

の指定管理者に、一般財団法人若桜町観光開

発事業団を指定することについて、本議会の

議決をお願いするものでございます。

続きまして、議案第３９号 公の施設の指定

管理者の指定（若桜駅前にぎわいプラザ）に

ついて、でございますが、これは、若桜駅前



にぎわいプラザの指定管理者に、株式会社 や

まね屋を指定することについて、本議会の議

決をお願いするものでございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願い申し上げます。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第１３

議案第４０号 若桜町過疎地域自立促進計

画の変更について、議案第４１号 鳥取市及び

八頭郡若桜町における連携中枢都市圏の形成

にかかる連携協約の変更について、を一括し

て議題とします。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして提案理由をご説明いたします。

議案第４０号 若桜町過疎地域自立促進計

画の変更について、でございますが、これは、

本計画の事業の追加を行い、これの財源とし

て過疎対策事業債を充当するため、本計画の

変更を行うものでございます。

続きまして、議案第４１号 鳥取市及び八頭

郡若桜町における連携中枢都市圏の形成に係

る連携協約の変更について、でございますが、

これは、鳥取市及び八頭郡若桜町における連

携中枢都市圏の形成に係る連携協約の一部を

変更することについて、本議会の議決をお願

いするものでございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願い申し上げます。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

以上で、本日の日程は全部終了しました。

本日は、これにて散会いたします。

   午前１１時００分  散 会


